
①基本的には､下水道整備区域内の土地所有者(共有地は代

表者)が受益者になります｡

Aさんの土地

Aさんの家
Aさんが居住

Aさんの土地

Aさんの家

Bさんが居住

受益者は

Aさん

②借地権､使用貸借などを持つ方がいるときは､その権利者

が受益者になります｡

Aさんの土地
Bさんの家

Bさんが居住

Aさんの土地

Bさんの家
Cさんが居住

受益者は

Bさん

※借地権等の権利がある場合は､土地所有者と話し合いで受

益者を決めていただいて申告してください｡


